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猪苗代町 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

猪苗代町役場 企画財務課 財務係 

住所 〒969-3123 

福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００番地 

電話 ０２４２－６２－２１１２（直通） 



 

一 般 競 争 入 札 案 内 書 

 

 一般競争入札により売却する物件は下表のとおりです。 

 

◎ 入札物件一覧 

物件番号 １ 

所在地 猪苗代町字古城町１１６番４ 

地目 宅地 

地積 ２１６．２０㎡ 

計画都市区分 非線引き都市計画区域 

用途地域 第一種住居地域 

建蔽率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

最低売払価格 ３，８１３，９１１円 

入札日時 令和８年８月２６日（水）午後１時３０分～ 

 

※現況有姿での売却となりますので、ご留意ください。また、現地説明会は行いません。 

入札参加希望者は、物件調書をご覧のうえ入札前に現地をご確認ください。 

※現況と物件調書の数量等が符合しない場合、現況を優先するのでご留意ください。 

 （注）入札日時の１０分前までに、猪苗代町役場３階正庁Ａへお越しください。 

 

 

 

 

 

 

◎ 物件の詳細は、別添「物件調書」のとおりです。 

 

 



町 有 地 売 却 の 流 れ 

 

１ 普通財産売払一般競争入札参加申請書の提出 

令和８年８月２１日（金）午後５時１５分まで（必着） 

〇提出書類 

  ・普通財産売払一般競争入札参加申請書（様式第１号）（以下「入札参加申請書」とい

う。） 

  ・入札参加申請書に定める次の書類 

申請人が個人の場合 申請人が法人の場合 

１ 住民票抄本 

２ 誓約書（様式第２号） 

３ 印鑑登録証明書又はその写し 

４ 市区町村発行の納税証明書又は 

その写し（直近１年分） 

５ 委任状（様式第３号） 

６ その他公告において指定された 

もの 

１ 履歴事項全部証明書 

２ 誓約書（様式第２号） 

３ 印鑑証明書又はその写し 

４ 市区町村発行の納税証明書又は 

その写し（直近１年分） 

５ 委任状（様式第３号） 

６ その他公告において指定された 

もの 

   （注）１ 押印は印鑑登録している印を押印すること。 

      ２ 代理人を選任する場合は、「委任状」と委任する方の印鑑登録証明書を添

付すること。 

      ３ 共有による申込みの場合は、共同入札者全員の「住民票抄本」「誓約書」

「印鑑登録証明書又はその写し」「市区町村発行の納税証明書又はその写し」

「委任状」及び「共有合意書」を添付すること。 

↓ 

２ 入札保証金の納付 

 入札保証金は、入札金額の１００分の５以上の額（円未満切上げ）で、「入札保証金納入

通知書発行依頼書」に記載した希望額をもとに町が発行する納入通知書により、入札当

日の入札前までに納付してください。 

↓ 

３ 入札日 

 令和８年８月２６日（水）午後１時３０分～ 

〇受付時に提示するもの 

  ・入札参加申請書（受付印を押印したもの）の写し・身分証明書（運転免許証、パス

ポート、マイナンバーカード等） 

 ○入札時に提出するもの 

  ・入札書（封書にて）・入札保証金を納入した領収証書の写し（入札書に同封する） 



↓ 

４ 売払いの決定 

 入札の落札者を決定したときは、書面又は口頭にて売払いの決定を通知します。 

↓ 

５ 契約保証金の納付 

落札代金の１００分の１０以上（円未満切上げ）を納付してください。 

※落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当します。 

↓ 

６ 売買契約の締結 

売払いの決定通知を受けた日から１４日以内に売買契約を締結してください。 

↓ 

７ 売払代金の入金 

 契約締結の日から起算して、３０日以内に売払代金から契約保証金を除く額を納付して

ください。 

↓ 

８ 所有権移転登記 

売払代金の完納後、町が所有権移転登記を行います。 

↓ 

９ 所有権移転登記完了通知 

 所有権移転登記の完了後、完了通知書を送付いたします。 

 

  



入 札 説 明 書 

 

１ 入札参加に際しての注意事項 

 ⑴ 「本入札説明書」をよく読んだうえで入札に参加してください。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に関し町の担当職員の指示に従ってください。 

 ⑶ 入札参加申請書に記載された名義において、売買契約及び登記を行います。 

 ⑷ 未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要です。 

 ⑸ 落札者は、物件の所有権登記前に権利義務を第三者に譲渡することはできません。 

 

２ 入札参加者の資格 

 入札参加者は、町内・町外居住及び個人・法人を問いません。 

 ただし、猪苗代町普通財産売払要綱（平成２９年猪苗代町訓令第１９号）第６条に定め

る入札参加資格を有する者とします。 

 

３ 入札の無効 

 ⑴ 入札に参加する資格がない者のした入札 

 ⑵ 入札参加申請書を提出していない者が行った入札 

 ⑶ １人で一度に２通以上の入札書を提出した場合はその全部の入札 

 ⑷ 入札書に記載した金額を訂正している入札 

 ⑸ 入札金額の１００分の５に満たない額の入札保証金を納付した者が行った入札 

 ⑹ 入札書の金額、氏名（法人にあっては商号名称及び代表者名）の確認しがたいもの、

押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が識別しがたいもの 

 ⑺ 公告書又は本説明書事項に違反した入札 

 ⑻ 入札に関し、町の担当者の指示に従わなかった者の入札 

 ⑼ 郵送等による入札 

 ⑽ 所定の入札書によらない入札 

 ⑾ 入札参加申請書と異なる印鑑を押印した入札 

 ⑿ その他入札条件に違反した入札 

   

４ 現地の確認 

 ⑴ 現地説明会等は行いません。入札参加者は事前に物件調書の案内図等により、現地

を確認してください。（ご不明な点がありましたらお問合せください。） 

 ⑵ 物件の引渡しの際には、土地の測量はしません。入札参加前に確認してください。 

  なお、現地確認にあたっては、周辺住民等の迷惑にならないようにしてください。 

 

  



５ 参加方法等 

 ⑴ 参加申込み 

  「町有地売却の案内」に添付してある「普通財産売払一般競争入札参加申請書（様式

第１号）」に必要事項を記入及び押印のうえ、必要書類を添えて申込み期間内に、下記

住所まで郵送・持参してください。 

 ⑵ 必要書類 

  「町有地売却の案内」及び「入札参加申込み時 提出書類一覧表」をご覧ください。 

 ⑶ 参加申請受付期間 

  令和８年６月１７日（水）から令和８年８月２１日（金）まで 

  持参する場合、受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時３０分から午

後５時１５分までとします。郵送の場合、締切日必着とします。 

 ⑷ 参加申込み先（問い合わせ先） 

  猪苗代町役場 企画財務課 財務係 

  〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南１００番地 

  電話 ０２４２－６２－２１１２（直通） 

 ⑸ 入札参加申請書写しの交付 

  受付手続き終了後、入札参加申請書に受付印を押印した写しを交付しますので、入札

参加者は、入札日まで大切に保管してください。 

 

６ 入札の辞退 

⑴ 入札前に入札を辞退する場合は、令和８年８月２５日（火）午後５時１５分までに

企画財務課へ辞退届を提出してください。 

⑵ 入札執行中において入札を辞退する場合は、入札執行者に辞退の旨を明記した入札書

を提出するか、口頭により辞退する旨を申し出てください。 

⑶ 入札を無断で辞退することのないよう十分留意ください。 

 

７ 入札の日時等 

⑴ 期  日  令和８年８月２６日（水） 

⑵ 入札場所  猪苗代町役場３階 正庁Ａ 

⑶ 入札時間  午後１時３０分～ 

 

８ 入札保証金の納付 

 入札参加者は、入札金額の１００分の５以上（円未満切上げ）を、「入札保証金納入通知

書発行依頼書」に記載した希望額をもとに町が発行する納入通知書により、入札当日の

入札前までに納付してください。 

 



９ 入札当日にお持ちいただくもの 

 ⑴ 入札参加申請書（受付印を押印したもの）の写し 

 ⑵ 身分証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等） 

 ⑶ 入札書（封書にて） 

 ⑷ 入札保証金を納入した領収証書の写し（入札書に同封する） 

 

10 入札当日の流れ 

 入札当日の具体的な流れは、次のとおりです。 

 ⑴ 受付 

  入札参加申請書（受付印を押印したもの）の写し及び身分証明書を確認させていただ

きます。 

 ⑵ 入札室 

  入札参加者は、入札に関し町の担当職員の指示に従ってください。 

  入札に際しては、入札執行者の指示に従い、入札者は「入札書」に必要な事項を記載

し記名押印のうえ、封書（任意）にて入札執行者に提出してください。 

なお、入札保証金を納入した領収証書の写しについては、入札書に同封してください。 

  （注）・各自の見積金額は、入札書に右詰めで物件の価額を算用数字で表示し、最初

の数字の前には「￥」を記入してください。 

     ・入札者は、その事由のいかんにかかわらず、入札書の書換え、引換え又は撤

回をすることができません。 

     ・入札書は、入札者の住所、氏名（法人にあっては商号名称および代表者名）

を記入の上、必ず印鑑登録証明書に登録された印鑑（委任状の受任者にあっ

ては委任状に押印された受任者の印鑑）を押印してください。 

 

11 開札 

 ⑴ 開札は、入札者立会いのもとで行います。 

 ⑵ 開札の結果、最低売払価格以上の最高価格をもって入札した者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２以上ある場合は、くじ引きによって

落札者を決定します。（「くじ引き」を辞退することはできません。） 

 ⑶ 落札者には、入札終了後、直ちに契約手続きの説明を行います。 

 

12 契約保証金の納付 

 ⑴ 落札者は、土地売買契約締結と同時又はその直前までに、契約保証金として契約金

額（落札金額）の１００分の１０以上（円未満切上げ）を納付してください。 

 ⑵ 入札保証金を契約保証金に充当した場合に、入札保証金の額が契約保証金の額に満

たないときは、その差額を納付してください。 



 ⑶ 契約保証金は、売払代金から契約保証金を除く金額を契約締結の日から起算して３

０日以内に完納したときに、売払代金の全部又は一部に充当します。 

 ⑷ 売払代金が即納されるときは、猪苗代町財務規則第９８条第１項第１２号に基づき

免除とします。 

 

13 入札保証金の返還等 

 ⑴ 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者が決定した後に、「入札保証金還付

請求書」の提出を受けて返還いたします。 

 ⑵ 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当いたします。 

 ⑶ 落札者が契約の締結に応じない場合は、落札についてはその効力を失い、落札者が

納付した入札保証金については、猪苗代町に帰属することとなります。 

 

14 契約の締結等 

 売買契約の締結等は、次のとおり行います。 

 ⑴ 「町有財産売買契約」の締結等 

  町有財産売買契約（以下「売買契約」という。）の締結等は、売払いの決定通知を受け

た日から１４日以内に行います。あらかじめ指定した日に猪苗代町役場企画財務課ま

でお越しいただくことになります。 

  なお、この期限までに契約を締結されない場合には、落札は無効となりますのでご注

意ください。 

 ⑵ 落札者は、物件の所有権移転登記前に権利義務を第三者に譲渡できません。 

 ⑶ 落札者が契約締結の日から起算して３０日以内に売払代金を完納しない場合は、契

約保証金は猪苗代町に帰属するものとし、当該落札者は、２年間入札に参加できない

ものとします。 

 ⑷ 随意契約 

  次に掲げる場合には、地方自治法施行令第１６７条の２に基づき随意契約することが

できるものとします。 

  ①一般競争入札の結果、入札者がいないとき 

  ②落札者が契約を締結しないとき 

 

15 売払代金の支払方法 

 売買契約締結後、契約締結の日から起算して３０日以内に売払代金から契約保証金を除

く金額（契約保証金は売払代金へ充当します。）を納付してください。なお、売払代金の

納付が行われなかった場合、契約保証金は猪苗代町に帰属することとなりますのでご注

意ください。 

 



16 入札特約条項 

 当該物件については、契約において以下の条項が付されます。 

 ⑴ 用途制限  

  ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に定める風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その

他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供すること。 

  ②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に定める暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用

するなど、公序良俗に反する用に供すること。 

  ③その他、町長が不適当と認める用に供すること。 

 

17 所有権の移転等 

 所有権の移転等は、次のとおりとします。 

 ⑴ 売払代金が完納されたときに所有権の移転があったものとします。売払物件は、現

況有姿のままの引渡しとなります。 

 ⑵ 所有権の移転登記は、町が行います。 

 ⑶ 売払物件に係る土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住民との調整等について

は、すべて落札者において行ってください。 

 

18 契約に必要な費用 

 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、売買契約の締

結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。 

 

19 共同入札について 

 一つの財産を複数の者で共同所有する目的で入札する場合の手続は下記のとおりです。 

 ⑴ 必要書類の提出 

  ・入札参加申請書（共同入札者全員の記名押印） 

  ・住民票抄本 ※１  ・誓約書 ※１ 

  ・委任状（代表者以外の全員から代表者に対する委任状） 

  ・印鑑登録証明書及びその写し ※１ 

  ・市区町村発行の納税証明書又はその写し（直近１年分） ※１ 

・共有合意書 

  ・その他公告において指定されたもの 

   ※１ 共同入札者全員分の書類を提出してください 

 ⑵ 売払代金等の納付 

  ・売払代金、入札保証金及び契約保証金の納付等については、代表者が共同入札者を



代表して行ってください。 

 

19 その他 

 本説明書に定めのない事項は、すべて地方自治法、猪苗代町財務規則等の定めるところ

によって処理します。 


